
９月３日（木）前沢車両検測所（住所：奥州市前沢古城字幅下）において、奥州警察署ご協力
のもと、特殊車両指導取り締まりをおこないました。
今回は、通常の取り締まりに加え県南広域振興局による、軽油の路上抜き取り調査も実施しま

した。軽油の抜き取り調査は、燃料タンクからサンプルを抜き取り、軽油の不正使用がないかを
確認します。不正軽油の使用は、排ガスが環境に影響を与えますので、厳重に取り締まらなけれ
ばなりません。
今回は、１６台点検し、１台に運行経路違反があったため指導しました。
道路維持、環境保全のため、今後も定期的に取り締まりをおこないます。
みなさん、不法行為のないよう、よろしくお願いします。
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一関市(宮城県境)～花巻市(二枚橋)までの
国道４号を管理しています。

※写真は作業風景を掲載したものであり、違反車両を公表するものではありません。

過積載は歩道橋に荷物をぶつけてしまったり、
他の運転手を巻き込む事故の原因になります。

長さ12ｍ（走行状態で）、積載状態で、幅2.5ｍ、高さ
3.8ｍ等、車両の構造による限度を超えていないか確認
します。（超えている場合は「特殊車両通行許可」が
必要です。

重量（車＋乗員＋荷物）が基準を超えていないか
測定します。

車両の燃料タンクからサンプルを採取し、成分
不正がないか分析します。(県南広域振興局）


